
市

制

。
町

村

制

下

の

民

衆

像

は
じ
め
に

明
治
二
二
年
四
月

一
日
、
施
行
さ
れ
た
市
制

・
町
村
制
の
意
義
に
つ
い
て
は
、

戦
前
以
来
、
既
に
多
く
の
研
究
が
あ
る
。
そ
の
先
駆
的
に
し
て
重
要
な
研
究
は

亀
封
川
浩
氏
の

『
自
治
五
十
年
史

・
制
度
な国

と
戦
後
ま
と
め
ら
れ
た

『
明
治

地
方
自
治
制
度
の
成
立
過
程
』

で
あ
る
。

後
者
に
お
い
て
氏
は
、
そ
の
意
義
を

「
そ
れ
は
地
方
自
治
そ
の
も
の
を
目
的

と
し
た
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
憲
法
施
行
の
準
備
と
し
て
な
し
た
も
の
だ
と

い
う
意
味
が
強
く
、
ま
た
条
約
改
正
の
基
礎
工
事
と
し
て
の
意
味
が
大
き
か

っ

た
」
と
し
て
、
三
新
法
の
制
定
に
こ
そ
そ
の
本
質
が
あ
る
と
し
、
そ
の
本
質
は
、

伝
統
を
重
ん
ず
る
こ
と
を
制
度
の
基
調
と
し
、
府
県
　
郡

・
町
村
と
い
う
地
方

団
体
の
体
系
を
創
り
出
し
た
こ
と
に
求
め
て
い
る

Ｔ
）
。

そ
し
て
そ
の
見
解
は
、
藤
田
武
夫
氏

，
）
や
大
島
太
郎
氏
の
研
究
で
も
継
承

さ
れ
て
い
る
。
大
島
氏
は

『
日
本
地
方
行
財
政
史
序
説
』
に
お
い
て
、
三
新
法

は

「
有
力
者
支
配
を
包
摂
せ
ん
と
し
た
官
僚
的
間
接
支
配
方
式
」
で
あ
る
と
し
、

そ
れ
以
後
、
制
度
上
の
変
化
は
あ

っ
て
も

「
日
本
に
お
け
る
地
方
行
財
政
の
構

造
と
機
能
の
初
期
的
な

一
典
型
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
し
、
そ
の
上

で
市
制
町
村
制
の
成
立
を

「
自
由
民
権
運
動
と
の
対
抗
を
府
県
か
ら
町
村

へ
と

お
し
つ
ぶ
し
た
政
府
は
応
急
措
置
と
し
て
十
七
年
の
改
革
を
行
な
い
、　
一
応
の

鎮
静
を
え
た
う
え
で
、
有
産
者
を
体
制
の
側
に
ひ
き
よ
せ
る
階
層
的
分
断
策
に

立

っ
て
、
秘
密
裡
に
体
系
的
制
度
の
立
案
を
行
な
い
、　
一
挙
に

「
自
治
制
」
を

つ
く
り
あ
げ
た
」
と
し
て
い
る

●
）
。

一
方
、
大
石
嘉

一
郎
氏
は
明
治
地
方
自
治
制
の
成
立
過
程
を
自
由
民
権
運
動

と
の
関
連
に
お
い
て
究
明
す
る
立
場
か
ら
、
二
新
法
で

「
一
応
の
町
村
自
治
を

認
め
、　
一
七
年
の
民
権
運
動
激
化
の
も
と
で
官
治
的
自
治
の
方
法
を
設
け
、
そ

れ
が
三
二
年
の
体
系
的
な
地
方
向
治
制
度
と
し
て
完
成
さ
れ
て
い
く
」
と
し
、

『
川

崎

警

察

署

文

書

』
か

ら

植

浩
げ

「
自
由
民
権
の
初
期
ブ
ル
シ
ョ
ア
民
主
主
義
的
変
革
運
動
に
対
す
る
絶
対
主
義

的
対
応
体
系
と
し
て
成
立
」
し
た
と
す
る
。
ま
た
そ
の
町
村
制
の
経
済
的
基
盤

は
、
寄
生
地
主
制
に
あ

っ
た
と
す
る

（ι

。

こ
の
よ
う
に
研
究
史
を
見
て
く
る
と
、
市
制

・
町
村
制
成
立
の
意
味
は
、
下

部
構
造
に
お
け
る
意
味
は
と
も
か
く
、
三
新
法
か
ら
引
き
継
い
だ
旧
村
維
持
＝

旧
慣
維
持
的
な
側
面
と
、　
一
方
で
中
央
集
権
的
色
彩
を
強
化
、
そ
の
両
立
を
図

っ
た
も
の
で
、
こ
の
市
制

・
町
村
制
の
成
立
に
よ
り
明
治
国
家
の
末
端
の
地
方

組
織
が
完
成
し
た
と
い
う
理
解
が
、
現
在
の
研
究
段
階
に
お
け
る
定
説
と
い
う

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
筆
者
は
、
こ
の
定
説
に
疑
間
を
呈
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は

研
究
史
全
般
が
、
モ
ッ
セ
の
草
案
分
析
か
ら
元
老
院
で
の
修
正
ま
で
、
市
制

・

町
村
制
制
定
過
程
の
膨
大
な
史
料
の
分
析
に
費
や
さ
れ
、
あ
る
い
は
自
由
民
権

研
究
の
中
で
の
政
府
側
の
対
応
策
と
し
て
分
析
さ
れ
て
お
り
、
町
村
の
実
態
分

析
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
。
ま
た
わ
ず
か
な
町
村
の
実
態
に
関
す
る
研
究
も
、

中
央
集
権
の
強
化
を
図
る
明
治
政
府
側
と
。
旧
慣
維
持
を
図
る
名
望
家
の
反
発

・
対
立
と
い
っ
た
構
図
で
の
み
検
討
が
な
さ
れ
て
お
り
、
名
望
家
層
と
町
村
内

の
貧
民

・
細
民
と
の
関
係
と
い
う
、
町
村
の
内
部
構
造
の
分
析
は
ほ
と
ん
ど
な

さ
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る

↑
）
。

本
稿
で
は
、
以
上
の
視
点
か
ら
の
町
村
の
実
態
分
析
と
し
て

『
川
崎
警
察
署

文
書
』

；
）
を
通
し
て
、
明
治
二
三
年
の
川
崎
地
域
の
問
題
に
限
定
し
て
考
察

す
る
。
こ
こ
は
こ
の
時
期
は
未
だ
都
市
と
は
呼
べ
な
い
が
、
煉
瓦
工
場
の
進
出

が
見
ら
れ
、
貧
民
層
の
流
入
流
出
が
指
摘
さ
れ
る
な
ど
、
都
市
化

へ
の

一
歩
を

踏
み
出
し
た
地
域
と
い
え
る
。
こ
う
い
っ
た
地
域

（都
市
及
び
近
隣
町
村
）
で

は
、
旧
来
の
貧
民
層
に
加
え
、
他
地
域
か
ら
流
入
し
て
く
る
工
場
労
働
者
の
増

加
の
中
で
、
旧
慣
維
持
の
発
想
そ
の
も
の
が
不
可
能
に
な

っ
て
い
く
実
態
が
出
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現
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

一
、
明
治
二
三
年
の
状
況

明
治
二
三
年
春
、
川
崎
周
辺
の
農
村
は
厳
し
い
状
況
に
お
か
れ
て
い
た
。
『東

京
経
済
雑
誌
』
に
よ
れ
ば
、
そ
の
前
年
の
明
治
二
二
年
の
米
穀
収
穫
高
は
三
三

〇
〇
万
七
五
六
六
石
で
、
前
年
比
の
五
六
三
万
七
九
〇
四
石
減
、
前
三
年
平
均

比
も
五
六
〇
万
四
四
九
六
石
減
と
大
不
作
で
あ

っ
た
と
あ
り
、
そ
の
原
因
は

「
各
地
暴
風
雨
員

つ
非
常
の
水
害
を
被
り
た
る
に
由
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
↑
）
。

そ
の
上
、
こ
の
雨
は
明
治
二
三
年
に
入

っ
て
も
降
り
続
い
て
い
た
。
米
苗
は
「腐

敗
ナ
ス
モ
ノ
多
」
く
、
そ
の
他
の
生
産
物
に
つ
い
て
も
、
大
師
河
原
村
の
名
物

梨
は

「
雨
天
勝
チ
ナ
ル
ヨ
リ
生
熟

二
大
害
」
を
受
け
、
麦
や
菜
種
、
蚕
豆
な

ど
も
不
作
と
、
人
々
の
生
活
は
非
常
に
厳
し
い
状
況
に
追
い
込
ま
れ
て
い
た
。

そ
れ
に
追
い
打
ち
を
か
け
る
よ
う
に
、
六
月
、
梅
雨
期
間
中
の
雨
は
こ
と
に
ひ

ど
く
、
稲
苗
は
腐
敗
し
、

「
靭
ノ
蒔
直
」
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
態
で
、

こ
の
年
も
不
作
で
あ
ろ
う
と
予
測
さ
れ
て
い
た

（↓

。

こ
の
こ
と
は
当
然
、
米
価
の
高
騰
を
ま
ね
い
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
貧
民
や
細

民
の
生
活
を
直
撃
し
た
。
六
月
二
日
に
は

「
米
価
騰
貴
ノ
為
メ
困
難
ス
ル
モ
ノ

ハ
貧
民
ヲ
以
テ
甚
シ
ト
ス
。
或

ハ
衣
服
フ
質
入
シ
テ
‥
子
女
ヲ
雇
人

二
出
ス
モ

ノ
」
ゃ

「
三
度
ノ
食
事

二
麦
粉
ノ
ミ
フ
以
テ
常
食
ト
ナ
シ
居
ル
モ
ノ
」
が
出
て

く
る
。
そ
し
て
こ
の
傾
向
は
、
当
然
な
が
ら
日
を
追
う
こ
と
に
厳
し
い
も
の
と

な

っ
て
く
る
。
六
月

一
二
日
に
は

「
貧
民
ノ
困
難

ハ
益
ス
甚
シ
キ
カ
如
ク

一
日

二
食
ノ
者
不
少
ョ
シ
」
。
さ
ら
に
六
月
二
二
日
に
は
細
民
の
中
に
は

「
小
麦
ノ

カ
ラ
俗

ニ
フ‐

ス‐

マ‐
卜
云
フ
モ
ノ
ヲ
軌
キ
テ
粉
ト
ナ
シ
之
フ
団
子

ニ
シ
テ
」
食
べ

る
、
或
は

「
南
京
米
ノ
粥
」
ゃ

「
麦

コ
ガ
シ
」
だ
け
を
食
べ
る
だ
け
の
人
も
出

て
く
る
。
衛
生
問
題
も
起
き
て
く
る
。
病
気
に
か
か

っ
て
も
医
者
に
か
か
れ

な
い
。
薬
も
買
え
な
い
。
家
族
が
多

い
家
で
戸
主
が
病
気
に
か
か

っ
て

「
口

湖
ノ
道
フ
失
フ
者
」
が
出
る
と
い
う
有
様
で
あ

っ
た
。
川
崎
町
で
は
、
貧
民

は
最
も
多
く
、

「
催
力
六
七
銭
ノ
戸
数
割

ヲ
納
ム
ル
コ
ト
能

ハ
ス
シ
テ
公
売

ノ
処
分

二
遭

ハ
ン
ト
ス
ル
者
八
九
十
名
ア
リ
ト
云
フ
」
と
い
う
程
で
、
川
崎
町

で
例
年
催
さ
れ
る
祭
礼
も

「
失
費
ヲ
多
カ
ラ
シ
メ
テ
勤
労
ヲ
妨
ゲ
」
る
と
い
う

理
由
で
御
輿
だ
け
に
な
る
と
い
う
状
態
で
あ

っ
た
。

し
か
し
、
七
月
に
入
る
と
状
況
は
変
わ

っ
て
く
る
。
七
月

一
〇
日
、

「
農
家

ノ
欣
喜
」
と
題
し
て
、

「
五
六
日
前
迄

ハ
雨
天
続
キ
タ
ル
ニ
‥
当
時

ハ
炎
天
ノ

打
続
ク
ヨ
リ
稲

ニ
ハ
頗
ル
宜
シ
ク
、
此
ノ
如
キ
模
様
ナ
ル
以
上

ハ
豊
年
ナ
ル
ナ

ラ
ン
ト
云
ヒ
居
ル
ヨ
シ
」
と
い
う
記
事
が
出
る
。
こ
の
見
込
み
は
そ
の
後
も
変

わ
ら
ず
、
八
月
二
日
の
報
告
も

「
稲

ハ
十
分
ノ
出
来

ニ
シ
テ
ロ
下
ノ
時
候
ヲ
以

テ
将
来
ヲ
推
測
ス
ル
ト
キ

ハ
豊
年
ナ
リ
ト
云
フ
」
、
八
月

一
二
日
に
は

「
豊
作

物

ハ
大
概
上
作
ナ
ル
ヨ
シ
ニ
テ
農
家

ハ
皆
ナ
喜
ヒ
居
レ
リ
ト
云
フ
」
と
あ
る
。

実
際
、
収
穫
期
を
過
ぎ
る
と
住
吉
村
、
日
吉
村
な
ど
で

「
本
年

ハ
豊
作
ナ
ロ
テ

鼓
腹
撃
壌
ノ
美
観
ヲ
呈
」
す
る
と
い
っ
た
状
況
で
あ

っ
た
。

そ
う
い
っ
た
状
況
は
、
農
民
は
も
ち
ろ
ん
貧
民
層
の
生
活
も
安
定
さ
せ
て
く

る
。
八
月
二
日
に
は

「
民
心

ハ
何
ン
ト
ナ
ク
静
穏
」
に
な
り
、
八
月

一
二
日
に

は

「
大
二
蘇
生
ナ
シ
タ
ル
模
様
」
で

「
皆
ナ
夫
々
日
雇
或

ハ
稼
業

二
従
事
ナ
シ

居
ル
ヲ
以
テ
悲
惨
ノ
状
況

ハ
殆
ン
ト
消
滅
」
し
た
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

さ
ら
に

一
〇
月
初
め
に
は

「
貧
民
ノ
景
況
」
と
し
て

「
米
価

ハ
日
々
下
落
ス
ル

フ
以
テ
人
心
静
穏

ニ
シ
テ
各
其
業
務

二
従
事
勉
励
シ
荀
モ
富
豪
家

二
迫
り
賑
血

フ
求
ム
ル
如
キ
模
様
ナ
シ
」
と
あ
り
、
川
崎
警
察
分
署
管
轄
下
の
ほ
と
ん
ど
の

地
域
で
は
、
明
治
二
三
年
の
収
穫
期
に
は
、
前
年
か
ら
の
不
作
の
危
機
か
ら
脱

し
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
川
添
い
の
村
で
は
同
じ
様
に
は
い
か
な
か

っ
た
。
そ
れ
は
こ
の
年

の
四
月
か
ら
六
月
に
か
け
て
の
雨
で
多
摩
川
が
決
壊
し
、
田
畑
が
水
に
浸
か
り
、

稲
の
生
産
が
だ
め
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
た
め
で
あ
る
。
洪
水
は
川
崎
警
察
分
署

管
内
で
は
、
御
幸
村
、
川
崎
町
、
大
師
河
原
村
の
三
村
に
被
害
を
与
え
た
。
中

で
も
大
き
な
被
害
を
受
け
た
の
は
御
幸
村
南
河
原
で
あ
る
。
こ
こ
は
鉄
道
線
路

の
す
ぐ
多
摩
川
上
流
側
に
位
置
す
る
が
、
日
畑
に
溜

っ
た
浸
水
を
抜
く
た
め
、

す
ぐ
下
の
鉄
道
線
路
の
土
手
を
破
壊
し
よ
う
と
農
民
約
四
〇
名
が
鋤
や
鍬
を
持

っ
て
集
結
す
る
、
な
ど
の
事
態
と
な

っ
た
。

こ
う
い
っ
た
町
村
で
は
、
貧
民
の
化
活
は
苦
し
い
ま
ま
で
あ

っ
た
。
否
、
ま

す
ま
す
ひ
ど
く
な

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
町
村
で
は
七
月
過
ぎ

か
ら
、
町
村
内
有
力
者
の
間
で

「
貧
民
救
済
」
ま
た
は

「
細
民
救
助
」
と
い
っ
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た
活
動
の
必
要
性
が
議
論
さ
れ
は
じ
め
て
く
る
。

二
、
貧
民
救
済

・
細
民
救
助

ま
ず
は
川
崎
町
の
例
か
ら
見
て
み
よ
う
。
川
崎
町
大
字
砂
子
、
小
土
呂
の
旧

ニ
ケ
町
で
は
、
旧
来
か
ら
町
ぐ
る
み
で

「
六
郷
渡
船
金
」
を
積
み
立
て
て
、
共
有

金
を
蓄
え
て
い
た
。
こ
れ
は
こ
の
明
治
二
三
年
頃
に
は
四
〇
〇
円
余
り
に
も
な

っ

て
い
た
。
米
価
高
騰
、
貧
民
救
済
が
叫
ば
れ
る
こ
の
時
期
、
こ
の
四
〇
〇
円
程

の
積
立
金
の
使
用
を
め
ぐ

っ
て
大
き
な
議
論
が
沸
き
起
こ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
つ
い
て

『
川
崎
警
察
署
文
書
』

の
最
初
の
報
告
は
、
七
月

一
〇
日
で

あ
る
。
こ
の
記
事
に
は

「
細
民
ナ
ル
借
家
人
等
」
は
こ
の
四
〇
〇
円
余
の
共
有

金
を

「
人
民

一
般

へ
分
配
セ
ラ
レ
ン
コ
ト
ワ
請
求
」
し
た
と
あ
る
。
し
か
し
こ

の
金
を
預
か

っ
て
い
る
町
会
議
員
は
、
こ
の
積
立
金
の
内
三
〇
〇
円
は

「
学
校

へ

寄
付
」
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
し
、
残
り
の

一
〇
〇
円
余
に
つ
い
て
は
分

配
し
て
も
い
い
が
、

「
借
家
人
ノ
如
キ
細
民

二
分
配
ス
ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ス
」
と

し
て
こ
れ
を
拒
否
し
た
。
こ
の
町
会
議
員
の
議
論
に
よ
れ
ば
、
借
家
人
な
ど
は

「
今
日
居
リ
テ
明
日
ハ
居
所
ヲ
転
ス
ル
浮
浪
人
同
様
ノ
者
」
で
あ
り
、
割
り
渡

す
に
し
て
も

「
地
主
等
ノ
如
き
重
立
タ
ル
人
民
へ
割
渡
ス
ベ
キ
モ
ノ
」
で
ぁ
る

と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
細
民
借
家
人
側
は
総
代
人
を
た
て
て
こ
れ
に
反
発
、

「
借
家

人
卜
雖
ト
モ
川
崎
町
ノ
住
民
」
で
あ
り

「
請
求
ス
ル
権
利
ア
リ
」
と
し
た
上
、

さ
ら
に
学
校

へ
寄
付
す
る
共
有
金
三
〇
〇
円
に
つ
い
て
も

「
細
民
困
難
ナ
シ
居

ル
時
ナ
ル
フ
以
テ
分
配
」
す
る
べ
き
で
、

「
学
校

へ
寄
付
ス
ル
金
ノ
如
キ

ハ
富

豪
家

二
於
テ
担
任
セ
ラ
レ
タ
シ
」
と
要
求
し
た
。

し
か
し
こ
の
問
題
の
解
決
は
、
町
会
議
員
及
び
町
長
側
の

「
地
主
集
会
ノ
上

協
議
ヲ
遂
ケ
回
答
ナ
ス
」
と
し
な
が
ら
、
地
主
集
会
が
開
か
れ
な
い
と
い
う
、

あ
い
ま
い
な
形
で
終
わ
り
、
結
局
、
川
崎
町
で
の
貧
民
救
済
は
実
施
さ
れ
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

も
う

一
つ
貧
民
救
済
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
、
大
師
河
原
村
で
あ
る
。
こ

こ
で
は
七
月

一
五
日
、

「
貧
民
十
二
名

ハ
餞
飼

二
迫
り
餓
死
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
付

救
助
ナ
シ
呉
候
様
出
願
ナ
シ
タ
ル
モ
村
長

ハ
他

二
救
済
ノ
道
ナ
キ
フ
以
テ
其
趣

ヲ
示
シ

一
先
帰
宅
セ
シ
メ
タ
リ
ト
云
フ
」
と
い
う
こ
と
が
あ
り
、
翌
日
、
川
崎

大
師

（＝
平
間
寺
）
住
職
、
深
瀬
隆
健
が
中
心
と
な

っ
て
、
資
産
家
、
名
望
家

二
二
名
が
川
崎
大
師
で
集
合
、
貧
民
救
済
に
つ
い
て
協
議
す
る
こ
と
と
な

っ
た
。

深
瀬
隆
健
は
、
こ
こ
で

「
田
地
五
町
以
上
所
有
ス
ル
者

ハ
捐
金
ヲ
ナ
シ
南
京

米
百
俵
程
フ
求
メ
之
ヲ
貧
民

二
与

へ
」
る
こ
と
、
そ
し
て

「
村
役
場

二
於
テ
実

地
貧
民
ヲ
取
調

へ
幸
不
幸
ノ
者
ナ
キ
様
公
平

二
分
配
」
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
。

さ
ら
に
深
瀬
は
、
捐
金
は

「
応
分
」
に
し
、
捐
金
を
し
た
者
は

「
人
名
卜
金
高

フ
適
宜
ノ
場
所
へ
掲
示
ス
ル
」
こ
と
も
発
言
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
反
対
意
見
が
出
る
。
救
助
す
る
こ
と
に
は
賛
成
だ
が
、

「
百

俵
ノ
米
ヲ
積
置
キ
施
与
ス
ル
ヨ
リ

ハ
各
自
居
住
ノ
大
字

二
於
テ
適
宜
細
民
へ
施

与
ス
ル
方
」
が
い
い
。
そ
う
す
れ
ば

「
貧
民

ハ
其
人
フ
愛
敬
ス
ル
コ
ト
大
ニ
シ

テ
従
順
ノ
心
ヲ
起
ス
コ
ト
重
シ
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
両
意
見
の
対
立
は
、

町
村
制
制
定
直
後
の
時
期
の
、
地
方
自
治
に
対
す
る
新
し
い
立
場
と
古
い
立
場

の
対
立
で
も
あ

っ
た
ろ
う
。
後
者
は
合
併
町
村
で
は
な
く
、
近
世
以
来
の
旧
村

＝
大
字
を
基
礎
と
す
る
旧
慣
維
持
の
立
場
で
あ

っ
た
だ
ろ
う
。

結
局
、
こ
の
議
論
の
決
着
は
つ
か
な
い
ま
ま
解
散
。
村
と
し
て
の
ま
と
ま

っ

た
救
済
は
出
来
な
い
こ
と
に
な

っ
た
。
大
師
河
原
村
で
は
深
瀬
隆
健
、
和
泉
茂

八
ら
四
名
が
、
有
志
で
救
済
す
る
と
い
う
こ
と
に
落
ち
着
き
、
約
百
名
の
貧
民

に
対
し
て
村
役
場
が
切
符
を
配
布
、　
一
名
五
合
ず
つ
施
米
す
る
こ
と
と
な

っ
た
。

川
崎
警
察
分
署
管
内
で
問
題
化
し
た
二
つ
の
貧
民
救
済
問
題
は
、
ど
ち
ら
も
町

村
を
中
心
と
し
た
組
織
的
な
実
施
は
不
可
能
だ

っ
た
わ
け
で
あ
る
。

三
、
名
望
家
と
町
村

こ
の
よ
う
に
地
域
の
名
望
家
た
ち
は
、
貧
民

・
細
民
層
の
救
済
も
で
き
な
か

っ
た
。
否
、
地
域
の
行
政
全
般
に
つ
い
て
も
、
政
府
が
求
め
た
こ
と
は
何
も
で

き
な
か

っ
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
例
え
ば
伝
染
病
予
防
心
得
発
布

に
つ
い
て

「
郡
衛

ハ
町
村
長
ヲ
召
集
シ
町
村

二
於
テ
便
宜
衛
生
組
合
ヲ
設
ケ
規

約
ヲ
立
テ
ヘ
キ
旨
訓
諭
シ
タ
ル
ニ
ー
未
夕
何
等
ノ
規
約
ヲ
モ
立
テ
ス
其
儘

二
放

棄
シ
置
ク
所
ア
リ
」
と
い
う
指
摘
を
見
て
も
明
か
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
原
因
は
、
名
望
家
の
町
村
自
治
に
対
す
る
姿
勢
に
あ

っ
た
と
い
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え
る
。
例
え
ば
御
幸
村
で
は

「
村
長

二
当
選
シ
タ
ル
者

ハ
皆
ナ
相
当
ノ
ロ
実
ヲ

以
テ
辞
シ
」
て
し
ま
い
な
か
な
か
村
長
が
決
ま
ら
な
い
。
よ
う
や
く
決
ま

っ
た

村
長
も

「村
長

ニ
ナ
ル
ト
キ

ハ
神
奈
川
等

へ
出
張
ス
ル
ト
交
際
ノ
為
メ
頗
ル
金

円
ヲ
消
費
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
」
と
い
い
村
長
就
任
を
拒
否
し
つ
づ
け
、
ニ
ケ
月

近
く
た

っ
て
も

「
就
任
以
来
未
ダ

一
回
モ
役
場

へ
出
勤
セ
ス
」
と
い
っ
た
状
況

が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
大
師
河
原
村
で
は
ベ
テ
ラ
ン
雇
書
記
が

「
役
場
中

ニ
テ
ハ
事
務
老
練
ナ
ル
ヨ
リ
大
概
ノ
事
仝
人
ノ
指
揮

二
出
テ
他
／
吏
員

ハ
之
ノ

指
揮
フ
奉
ス
ル
カ
如
キ
体
裁
」
で
、

「
村
長
等
ノ
如
キ
名
誉
官
吏

ハ
雇
書
記

ニ

購
着
セ
ラ
レ
居
ル
」
と
い
う
。

こ
う
い
っ
た
町
村
の
状
況
、
名
望
家
の
姿
勢
に
つ
い
て
、

『
川
崎
警
察
署
文

書
』

の
作
製
者

・
梶
田
定
吉
は
、

「
町
村
制
ヲ
シ
テ
実
功
ヲ
奏
セ
シ
メ
ン
ト
ス

ル
ニ
ハ
人
民
プ
シ
テ
先
ツ
自
治
体
ノ
何
タ
ル
ヲ
弁
知
シ
、
町
村
フ
自
治
ス
ル
ノ

方
法
フ
知
ル
ノ
知
識
ブ
備

へ
、
公
共
事
業

二
奔
走
ス
ル
ノ
徳
義
心
卜
亦
此
ノ
余

暇
ア
ル
ヲ
要
ス
」
と
し
た
上
で
、
実
際
の
彼
ら
名
望
家
達
に
は
こ
れ
ら
が
無
く
、

「
斯
ノ
如
キ
自
治
体
ノ
職
務
ノ
何
タ
ル
フ
知
ラ
サ
ル
人
民
へ
白
治
ヲ
許
ス
ハ
有

害
無
害
」
で
し
か
な
い
と
ま
で
断
じ
て
い
る
。

四
、
お
わ
り
に

以
上
の
様
に
、

『
川
崎
警
察
署
文
書
』
を
見
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
町
村
制

施
行
直
後
の
町
村
の
状
況
は
、
貧
民
の
実
情
に
対
し
て
対
処
で
き
な
い
町
村
の

リ
ー
ダ
ー
達
、
国
家
委
託
事
務
に
対
処
で
き
な
い
名
望
家
の
姿
を
は

っ
き
り
表

し
て
い
る
。　
一
般
的
評
価
と
し
て
は

「
旧
慣
維
持
的
な
側
面
と
、　
一
方
で
中
央

集
権
的
色
彩
を
両
立
さ
せ
た
」
と
さ
れ
る
明
治
地
方
自
治
制
は
、
実
際
に
は
全

く
機
能
し
な
か

っ
た
と
い
え
る
。
そ
れ
は
、
こ
の

一
般
的
評
価
と
い
う
も
の
が
、

実
態
か
ら
で
は
な
く
明
治
地
方
自
治
制
の
策
定
意
図
の
分
析
か
ら
導
か
れ
た

「
評
価
」
で
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
実
態
は
、
大
島
太
郎
氏
の
指

摘
の
通
り
、

「
元
来

「
生
れ
る
」
べ
き
自
治
制
は

「
作
ら
れ
た
」
も
の
と
し
て
、

制
度
に
よ

っ
て
、
住
民
生
活
を
リ
ー
ド
し
て
い
こ
う
と
す
る
官
僚
の
意
図
に
す

ら
充
分
に
こ
た
え
え
な
い
欠
陥
を
ふ
く
む
こ
と
に
な
る
。」
３^

と
い
う
こ
と
で

あ
ろ
う
。

最
後
に
明
治
地
方
自
治
制
下
の
貧
民
層
の
位
置
に
つ
い
て
考
え
て
お
こ
う
。

『
川
崎
警
察
署
文
書
』

で
は

「
貧
民

（＝
細
民
）
」
に
つ
い
て
、

「
按
摩
　
古

物
商
　
菓
子
小
売
　
日
雇
稼
　
人
力
車
椀
子
　
大
工
　
蛭
売
　
下
駄
歯
入
　
屋

根
屋
　
船
乗
　
紙
屑
買
　
カ
タ

マ
キ

（
カ
マ
タ
キ
）
　

神
楽
師
　
農
力
稼
　
桶

屋
職
　
米
挽
　
籠
製
造
　
紙
漉
　
紙
仲
買
　
素
麺
職
　
箱
屋
職
　
一立
腐
屋
　
湯

屋
　
櫛
屋
　
提
燈
屋
　
魚
売
　
鳶
人
足
　
諸
職
人
」
と
い
っ
た
営
業
者
が
該
当

し
、
川
崎
警
察
分
署
管
下
に
お
よ
そ
八
四
五
人
い
る
と
い
う
。
同
年
の
陸
軍
参

謀
本
部
調
査
の

『
徴
発
物
件

一
覧
表
』
に
よ
れ
ば
管
下

（
一
町
六
村
）
の
人
口

が
約
二
万
六
千
人
で
あ
る
か
ら

６
）
、
約
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
に
あ
た
る
。
こ
こ
に

は
未
だ
工
場
労
働
者
は
入

っ
て
い
な
い
。
彼
ら
は
、
不
況
下
に
お
い
て
は
ぎ
り

ぎ
り
の
生
活
を
強
い
ら
れ
、
名
望
家
層
の
救
済
だ
け
を
頼
り
と
し
た
。
し
か
し

既
に
見
た
よ
う
に
、
町
村
制
下
で
は
地
方
自
治
体
に
よ
る
組
織
的
救
済
が
事
実

上
行
え
ず
、　
一
部
の

「
慈
善
家
ノ
評
ア
ル
」
名
望
家
な
ど
に
頼
ら
ぎ
る
を
得
な

い
の
が
現
実
で
あ

っ
た
。
い
わ
ば
明
治
地
方
自
治
制
は
貧
民
層
を
切
り
捨
て
た

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

と
す
れ
ば
寄
生
地
主
制
の
展
開
と
産
業
資
本
の
形
成
、
す
な
わ
ち
小
作
労
働

者
や
工
場
労
働
者
の
急
激
な
増
加
＝
貧
民
層
の
拡
大
と
い
う
、
こ
の
後
の
社
会

に
お
い
て
、
実
力
行
使
の
中
で
し
か
生
活
し
て
い
け
な
い
と
い
う

「
都
市
民
衆

騒
擾
期

Ｆ
こ

の
前
提
は
、
明
治
地
方
自
治
制
の
完
成
時
点
で
用
意
さ
れ
て
い

た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
視
点
は
、
日
露
戦
後
期
の
都
市
及
び
近
隣
町
村
ま
で
を
も
視
野
に
入
れ

て
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
明
治
地
方
自
治
制
と
民
衆
騒
擾
と
い
う
問
題
に

つ
い
て
は
、
別
稿
で
改
め
て
整
理
し
て
み
た
い
。

註

（
１
）

亀
卦
川
浩

『
明
治
地
方
自
治
制
度
の
成
立
過
程
』

（
一
九
五
五
年
、

東
京
市
政
調
査
会
）
三
頁
。

（
２
）

藤
田
武
夫

『
日
本
地
方
財
政
制
度
の
成
立
』

（
一
九
四

一
年
、
岩
波

書
店
ヽ

（
３
）
　

大
島
太
郎

『
日
本
地
方
行
財
政
史
序
説
』

（
一
九
六
八
年
、
未
来
社
）
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五
九
頁
。

（
４
）
　

大
石
嘉

一
郎

『
日
本
地
方
財
行
政
史
序
説
』

（
一
九
六

一
年
、
御
茶

の
水
書
房
）
三
八
九
頁
、
お
よ
び
同

「
地
方
自
治
」

『
岩
波
講
座
日
本

歴
史

一
六
　
近
代
一こ
　
（
一
九
六
二
年
、
岩
波
書
店
）
二
五
四
頁
。
の

ち

『
近
代
日
本
の
地
方
自
治
』

（
一
九
九
〇
年
、
東
京
大
学
出
版
会
）

所
収
。

（
５
）
　

そ
れ
は
大
島
美
津
子
氏
の
諸
研
究
、
こ
と
に

「
明
治
の
む
ら
」

（
一

九
七
七
年
、
教
育
社
）
に
典
型
的
に
表
れ
て
い
る
。

（
６
）
　

東
京
大
学
法
学
部
研
究
室
所
蔵
。

『
京
浜
歴
科
研
年
報
』
五
号

（
一

九
九

一
年
）
に
全
文
を
翻
刻
。
明
治
二
三
年
の

一
年
間
の
川
崎
警
察
分

署
長
か
ら
神
奈
川
県
警
部
長

へ
あ
て
た
高
等
警
察
活
動
報
告
書
。

詳
し
く
は
同
誌
所
収
　
拙
稿
解
題
お
よ
び
拙
稿

「
『
川
崎
警
察
署
文

書
』
を
め
ぐ

っ
て
」

『
京
浜
歴
科
研
年
報
』
四
号

（
一
九
九
〇
年
）
所

収
を
参
照
。

（
７
）
　

『東
京
経
済
雑
誌
』
第
五
二
七
号

（
一
八
九
〇
年
六
月
二
八
日
）。

（
８
）
　

以
下
の
引
用
は
ほ
と
ん
ど

「
川
崎
警
察
署
文
書
」

『
京
浜
歴
科
研
年

報
』
五
号

（
一
九
九

一
年
）
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
註
を
略

す
。

（
９
）
　

大
島
太
郎
前
提
書
、　
一
九
四
頁
。

（
１０
）
　

洞
富
雄
監
修
、　
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
版

『
徴
発
物
件

一
覧
表
』

（
一

九
八
五
年
、
雄
松
堂
フ
ィ
ル
ム
出
版
）
明
治
二
四
年
度
版

。

（
Ｈ
）

宮
地
正
人

『
日
露
戦
後
政
治
史
の
研
究
』

（
一
九
七
三
年
、
東
京
大

学
出
版
会
）
三
二
六
貞
。
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